
 

令和４年１１月越前市農業委員会定例会議事録 

 

令和４年１１月２９日（火）１４時４１分から、越前市生涯学習センターe

ホールにおいて、令和４年１１月越前市農業委員会定例会を開催し、下記事項

を付議決定した。 

 
１．付議事項 

日程第１  議案第 ５６ 号 
     農地法第３条の規定による許可申請について 
 

日程第２  議案第 ５７ 号 
     農地法第４条の規定による許可申請について 
 

日程第３  議案第 ５８ 号 
     農地法第５条の規定による許可申請について 

 
日程第４  議案第 ５９ 号 

     農地転用事業計画変更申請について 
 

   日程第５  議案第 ６０ 号 
     農用地利用集積計画（案）について 
    

日程第６  議案第 ６１ 号 
     農用地利用集積計画（農地中間管理事業）（案）について 
 

日程第７  議案第 ６２ 号 
     農用地利用配分計画（案）について 
 
２．出席委員 

 １番 野村 宗雄    ２番 石本 正則    ３番 川端 吉秋   

４番 橋詰 實雄    ５番 畠中 崇宏    ６番 中嶋 泰子   

７番 丸岡 幸生    ８番 杉本 寛重    ９番 小柳 忠敬  

１０番 永木 良和  １１番 見延 喜久治   １２番 奥山 紀昭   

１３番 佐治 覺次 

 

３．欠席委員  

なし 

 

４．参与員 



 

事務局長 高木 岳彦  事務局次長 鋸屋 昌幸  書記 高野 法子    

書記 渡邉 さゆり    書記 清水 将彦   書記 佐飛 成幸 

   書記 山田 晃頌 

 

５．議事録 

開始時間 １４時４１分 《事務局長 「起立。 一同礼。」》 

 

（議長） 

ただいまから令和４年１１月越前市農業委員会定例会を開催いたします。 

 

本日の議事録署名員に、９番 小柳 忠敬委員、１１番 見延 喜久治委員

を指名いたします。 

 

越前市農業委員会総会会議規則第１２条の規定により、発言については議案

に関することのみといたします。 

 

日程第１ 議案第５６号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 

 

（事務局） 

★★ 議案朗読 ★★ 

 

（議長） 

一括審議願います。ご意見ございませんか。 

  

★★ （異議なしとの声あり） ★★ 

 

（議長） 

 異議なしと認め、許可に決します。 

 

 

日程第２ 議案第５７号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 

 

（事務局） 

★★ 議案朗読 ★★ 

 

（議長） 

審議願います。ご意見ございませんか。 

 



 

★★ （異議なしとの声あり） ★★ 

 

（議長） 

 異議なしと認め、許可に決します。 

 

 

続いて日程第３ 議案第５８号「農地法第５条の規定による許可申請について」

並びに、日程第４ 議案第５９号「農地転用事業計画変更申請について」が関

連いたしますので、議題といたします。 

 

（事務局） 

★★ 議案朗読 ★★ 

 

（議長） 

 一括審議願います。ご意見ございませんか。 

 

★★ （異議なしとの声あり） ★★ 

 

（議長） 

 異議なしと認め、許可に決します。また、事業計画変更申請については、事

業計画の変更を承認いたします。 

 

 

続いて、日程第５ 議案第６０号「農用地利用集積計画（案）について」を議

題といたします。 
 

（事務局） 

★★ 議案朗読 ★★ 

 

（議長） 

一括審議願います。ご意見ございませんか。 

 

★★ （異議なしとの声あり） ★ 

 

（議長） 

異議なしと認め、計画のとおり決定することに決します。 

 

 

続いて、日程第６ 議案第６１号「農用地利用集積計画農地（中間管理事業）

（案）について」並びに、日程第７ 議案第６２号「農用地利用配分計画（案）



 

について」が関連いたしますので、一括して議題といたします。 
 

（事務局） 
★★ 議案朗読 ★★ 
 
（議長） 

一括審議願います。ご意見ございませんか。 
 
★★ （異議なしとの声あり） ★ 
 
（議長） 
 異議なしと認め、農用地利用集積計画 （農地中間管理事業）（案）のとおり

決定することとし、農用地利用配分計画（案）については「適当」との意見と

いたします。 
 

 それでは、これで本日の日程を全て終了いたしましたので、本日の会議を閉

会いたします。（１４時４７分） 

 

 
越前市農業委員会総会会議規則第２０条第２項の規定により議事録を作成し、

会議の顛末を証するためここに署名する。 
 

  
 議 長                      

 
   署名員                      
 
   署名員                      


